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• 本県においては、山間地が
多いことや都市部への交通
アクセスが十分ではなかっ
たこと、また、民間の医療機
関が不足している地域が多
いという状況。

• 県立病院や市町村立医療機
関をはじめとする公的医療
機関が整備されてきた。

岩手県における医療提供の状況①
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：床健［咲療国における中核病院（県立病院）

：一般道路を利用した場合の60分での移勁範囲

（時速40kmとして互出）
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各二次保健医療圏における医療機関数・医師数

岩手県における医療提供の状況②
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医療機関数：平成29年度医療施設調査
H28医師数：平成28年度医師・歯科医師・薬剤師調査の医療施設の従事者
医師偏在指標（暫定）：出典 平成31年3月22日厚生労働省医師需給分科会資料

圏域

H29医療機関数
H28医師数

（人口10万人対）
医師偏在指標
（暫定）病院

一般
診療所

人口10万人対

病院 一般診療所

盛岡 39 361 8.3 76.5 274.7 267.6

岩手中部 13 153 5.9 69.2 145.3 118.9

胆江 9 102 6.8 76.7 157.5 126.9

両磐 10 84 7.9 66.7 159.4 125.8

気仙 3 37 4.8 59.7 149.2 118.3

釜石 6 26 12.8 55.3 145.8 114.4

宮古 6 46 7.2 55.4 109.4 86.8

久慈 4 32 7.0 56.1 139.7 131.6

二戸 3 33 5.6 61.1 138.2 113.2

岩手 93 874 7.4 69.6 193.8 169.3

全国 8,412 101,471 6.6 80.1 240.1 238.3
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岩手県における医療提供の状況③

へき地医療、救急医療、小児医療、高度・専門医療など、二次
保健医療圏を超えた連携が行われている。

施設所在地

盛岡 中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸

患
者
居
住
地

盛岡 96.9 1.2 0.1 0.6 0.0 0.4 0.1 0.1 0.6

中部 22.0 71.9 2.8 0.7 0.1 2.3 0.1 - 0.0

胆江 6.5 7.4 80.9 4.9 0.2 0.1 - - -

両磐 6.0 1.7 9.2 82.9 0.2 - - - -

気仙 19.7 4.8 2.5 1.7 62.6 8.7 - - -

釜石 9.8 4.3 0.1 0.3 1.3 82.0 2.2 - -

宮古 18.2 1.3 0.3 0.2 - 3.7 73.6 2.7 -

久慈 7.5 0.7 0.2 0.5 - 0.5 0.2 88.0 2.3

二戸 32.7 0.4 - 0.5 0.2 0.2 0.2 1.1 64.8

県外 39.8 15.1 3.7 24.5 6.2 1.9 2.8 1.9 4.1

資料：岩手県「平成２９年岩手県患者受療行動調査」

（県内の病院及び一般診療所を対象としたもの）

【二次保健医療圏
別の入院完結率】

圏域内の入院の
完結率は盛岡が
96.9％と最も高く、
気仙の62.6％が最
も低くなっている。
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提案の背景

• 本県は、広大な県土を有し、山間地が多いことや、都市部へ
の交通アクセスが十分ではないこと等の地域特有の事情に
より、医療資源の乏しい地域を抱えている。

• そのため、公的医療機関を整備しつつ、地域全体の医療機
関において、診療機能を分担し、地域医療連携（病病・病診
連携）を図りながら、地域住民への適切な医療提供体制を構
築している。

• しかし、医療資源が乏しい地域にある医療機関の経営環境
は厳しく、地域における医療提供体制の維持が深刻な状況
となっている。
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提案内容

同一の開設者である医療機関間の診療連携において、次の2
点について、評価の方法を見直す。

提案①

患者が転院した場合の入院基本料への加算点数（診療報酬）
の見直し

提案②

地域医療支援病院の承認要件である紹介率・逆紹介率の計
算方法の見直し
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提案①について

・ 病床の機能分化・連携に基づき、同一の開設者など「特別の関係」の病院から入
院患者を受け入れた病院にとって、その患者は、実質的には新規患者である。

・ しかし、現行の診療報酬の算定方法において、患者が転院した場合、通常は入院
期間がリセットされるが、「特別の関係」の場合は、入院期間が通算される取扱いと
なっている。

・ このため、このような場合は、転院前の病院分も含めた入院期間となり、入院基
本料への加算が低額又は算定不可になる。

・ その結果、入院初期の医療に対しての評価が適正に受けられず、医療資源が乏
しく、医療提供体制の維持が深刻な状況にある中、経営している医療機関の環境
は厳しいものとなっている。

14日以内の期間・・・１日あたり450点

15日以上30日以内の期間・・・１日あたり192点

（提案）

地域の実情を踏まえ、開設者が同一の病院間で転院した場合でも、病院毎
に入院日を起算日として扱う。

支障事例
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転院入院時の加算要件の設定例（案）

転院理由にかかわらず新規患者として取り扱うことは加算目的での転院の
可能性も否定できない。そのため、医療資源の乏しい地域における「特別の
関係」にある医療機関への転院の場合、加算目的でないことが客観的に判
断できる加算要件を定め、診療報酬明細書へ当該要件の記載を必須とする
などのルールが必要と考える。

【転院入院時の加算要件の設定例（案）】
地域要件（1）に該当する医療機関に転院入院する患者であり、かつ、患者要件（2）に当てはまる
状態の場合に加算対象とする。

（1）地域要件として次のいずれかに該当する。

・人口10万人対医師数が全国平均より少ない二次保健医療圏にある医療機関。

・「基本診療料の施設基準等及び届出に関する手続きの取扱いについて」（平成30年3月5日保医
発0305第2号）の別表2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域にある医療機関。

（2）患者要件として次のいずれかの状態に該当する。

・自院で行えない治療を必要とする場合

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションが必要な場合。

・居住地以外の市町村にある医療機関から居住地の市町村にある医療機関へ転院する場合。
（例：遠隔地における付添い（見舞い）家族の時間負担軽減等）
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「基本診療料の施設基準等及び届出に関する手続きの取扱いについて」
（平成30年3月5日保医発0305第2号）の別紙2 （参考）

別紙2 医療を提供しているが、医療資源の少ない地域
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県立病院間の転院患者数（参考）

圏域 県立病院 所在地 病床数 県立病院からの転院入院の件数

二戸

二戸病院 二戸市 235床 30件（一戸病院11、軽米病院4、久慈病院14、中央病院1）

一戸病院 一戸町 199床 160件（二戸病院160）

軽米病院 軽米町 99床 94件（二戸病院85、一戸2、久慈病院7）

他の岩手県立病院から転院入院した件数（二戸圏域の例）

提案実現により増額が見込まれる入院料額 ： 20,035千円/年間（3病院）
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・岩手県の北部に位置する１市２町１村からなる二次保健医療圏。
（二戸医療圏の面積：1,100.29ｋ㎡（東京23区627.57ｋ㎡の約1.8倍の広さ））
・人口10万人対医師数は112.2人（全国平均240.1人、岩手県平均193.8人）。
・医療機関は38施設（病院3、一般診療所33）。
・圏域内の3病院は全て県立病院。

※スライド8ページの地域要件に該当する件数である（患者要件についてはデータがないため現時点では判定できないもの）。

県立
病院

入院料
Ｒ1.7月時点

平均在
院日数

件数
入院料
（現行）

入院料
（見直）

増収額（円/％）

二戸 急性期一般1 13.6 30件 6,491 8,327 1,836千円（+28.3％）

一戸 急性期一般5 17.1 160件 37,675 48,707 11,032千円（+29.3％）

軽米 急性期一般4 20.9 94件 27,249 34,416 7,167千円（+26.3％）
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・ 地域医療支援病院の要件の１つである紹介率・逆紹介率は次のア～ウ
の何れかを満たす必要があるが、その計算において、同一開設者の紹
介・逆紹介件数を含めることが出来ない。

・ 「初診患者の数（分母）」には同一開設者からの紹介による初診患者を含む
が「紹介患者の数（分子）」及び「逆紹介患者の数（分子）には、同一開設者か
らの紹介、逆紹介の患者は含まないことになっており適正とはいえない（計算
結果が小さくなる）。

・ そのため、地域医療支援病院の機能を有している二戸病院が、地域医療支
援病院の承認を受けることができない。

ア、紹介率80％以上

イ、紹介率65％以上かつ逆紹介率40％以上

ウ、紹介率50％以上かつ逆紹介率70％以上

【計算式】

紹介率＝紹介患者の数/初診患者の数×100

逆紹介率＝逆紹介患者の数/初診患者の数×100

含む

含む

含ま
ない

含ま
ない

支障事例

（提案）

同一開設者間での紹介も含めて算定できるようにする。

提案②について
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地域医療支援病院の紹介・逆紹介率①

県立病院 紹介率 逆紹介率 備考

中央病院 73.3 85.6 イ、ウ該当

中部病院 85.3 96.2 ア、イ、ウ該当

磐井病院 67.3 80.5 イ、ウ該当

胆沢病院 81.1 74.2 ア、イ、ウ該当

宮古病院 63.9 93.6 ウ該当

二戸病院 60.9 46.8 該当なし

大船渡病院 35.6 41.1 該当なし

釜石病院 19.4 25.9 該当なし

久慈病院 26.2 33.0 該当なし

各医療圏の県立病院（基幹病院）の実績（平成30年度）

地域医療
支援病院

ア、紹介率80％以上

イ、紹介率65％以上かつ逆紹介率40％以上

ウ、紹介率50％以上かつ逆紹介率70％以上
12
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地域医療支援病院の紹介・逆紹介率②

県立病院 紹介率 逆紹介率 備考

二戸病院 60.9→73.8 46.8→51.1 イ 該当

大船渡病院 35.6→53.4 41.1→60.0 該当なし

釜石病院 19.4→26.5 25.9→32.9 該当なし

久慈病院 26.2→30.0 33.0→34.5 該当なし

要件クリア

同一開設者間の紹介を含めた紹介率・逆紹介率（平成30年度）

同一開設者間の紹介を含めて紹介率・逆紹介率を計算するこ
とができれば、二戸病院において、要件をクリアする。
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紹介・逆紹介率の計算において、
同一開設者間の紹介を含める際の制限（案）

・ 患者の紹介にあたっては、診療に基づき、他の保険医療機関での診療の必要性を認め、患
者に説明し、その同意を得て、行われるものである。

・ しかし、紹介・逆紹介率を向上させることを目的に、同一開設者である医療機関の間で意図
的に紹介が行われることも想定される。

・ そのことは、患者にとってみると、必要な医療を提供する医療機関が適切に選択されないと
いうことにもつながる。

・ そのため、紹介・逆紹介率の計算において、同一の開設者間の紹介を含める際は、医療資
源の乏しい地域にある医療機関への紹介に制限するなどのルールが必要と考える。

【紹介・逆紹介率の計算において、同一開設者間の紹介を含める際の制限（案）】

地域要件（1）に該当する医療機関であり、かつ、患者要件（2）に当てはまる状態の場合にの同一開設者間の
紹介について、紹介・逆紹介率の計算に含めることができる。

地域要件（1）として次のいずれかに該当する。

・人口10万人対医師数が全国平均より少ない二次保健医療圏にある医療機関。

・「基本診療料の施設基準等及び届出に関する手続きの取扱いについて」（平成30年3月5日保医発0305第2
号）の別表2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域にある医療機関。

（2）患者要件として次のいずれかの状態に該当する。

・自院で行えない治療を必要とする場合。

・居住地以外の市町村にある医療機関から居住地の市町村にある医療機関へ転院する場合。

・紹介元またはかかりつけ医へ紹介する場合。
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提案による効果

（病院運営及び患者への医療）・・・提案①、提案②の効果

・ 転院に係る診療連携が適切に評価され、見合う収入の確保
が図られることにより経営環境の改善が見込まれる。

・ そのことにより、地域住民への適切な医療提供体制の構築
が維持又は推進されることが期待できる。

（地域の医療）・・・提案②の効果

・ 地域医療支援病院として、地域の診療所からの紹介に対す
る医療提供、医療機器等の共同利用、地域医療従者の研修
など、地域医療への支援を行うことにより、地域の医療の充実
が図られることが期待できる。
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